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皆さまには､ ますますご清栄のことと

お慶び申し上げます｡

平素は格別のご愛顧を賜り､ 心からお

礼申し上げます｡

この度､ 熊本県医師信用組合の現況

(平成26年度､ 第56期) を取りまとめま

したので､ 皆さまの当組合に対するご理

解を深めていただくため､ ご高覧賜りたいと存じます｡

当組合は､ 創立以来､ 医業界における相互扶助の精神に基づ

き､ 熊本県医師会をはじめ各郡市医師会ならびに組合員の皆さ

まのお役に立つ金融機関を目指してまいりました｡

今後とも皆さまに､ より充実した金融サービスをご提供でき

ますよう､ 役職員一同､ これまで以上に努力してまいる所存で

あります｡

皆さまには､ 何卒倍旧のご支援､ ご高導を賜りますようお願

い申し上げます｡

平成27年７月

熊本県医師信用組合 理事長 福田 稠

昭和34年12月20日 熊本市花畑町で熊本県医師信用組合設立

初代組合長に斉藤忠雄氏就任

(組合員数640名)

35年１月18日 営業開始

38年５月 第二代組合長に竹下貫一氏就任

41年５月 第三代組合長に出田邦夫氏就任

43年８月12日 熊本市花畑町に熊本県医師会館落成､

同会館４階へ移転

59年11月 バロース製コンピュータMK2600�Kを導入

61年５月 第四代理事長に白男川史朗氏就任

平成４年７月 富士通製コンピュータK650へ更改

10年６月 第五代理事長に七川清氏就任

11年６月 第六代理事長に柏木明氏就任

11年９月 預金量100億円を突破

16年６月 第七代理事長に北野邦俊氏就任

20年７月 ＳＫＣ (信組情報サービス) オンラインシ

ステムへ参加

22年１月 創立50周年､ 預金量152億円

22年６月 第八代理事長に福田稠氏就任

27年５月 ＳＫＣ (信組情報サービス) 第６次オンラ

インへ移行

(平成27年７月現在)
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ごあいさつ

当組合のあゆみ (沿革)

事業の組織

総 会

監 事

理 事 会 運営委員会

常務理事会

本 店 長

総 務 課 業 務 課

役員一覧 (理事および監事の氏名・役職名)

理 事 長 福田 稠

専務理事 八木 剛志

常務理事 坂本不出夫

常務理事 伊津野良治

理 事 緒方 圭治

理 事 酒井 一守

理 事 福島 敬祐

理 事 岩倉雄一郎

理 事 藤瀬 隆司

理 事 山口 淳

監 事 尾田 正幸

監 事 柴田堅一郎

監 事 松下 和孝

監 事 河喜多保典



１. 経営理念

協同組合による金融機関として､ 組合員の相互扶助の精神

に基づき､ 適切な金融サービスの提供に努め､ 組合員の皆さ

まとともに成長し､ 地域医療の発展に貢献することを基本理

念としております｡

２. 経営方針 (当組合の経営姿勢と考え方)

業域信用組合の使命を果たすべく､ 経営の健全性の確保に

努めます｡

� 健全経営

法令等を遵守し､ 内部統制態勢を強化するなど経営力の

強化に努めます｡

� 人材育成

金融環境の変化に対応でき､ 創造性あふれ､ 明朗闊達な

人材の育成に努めます｡

� 自己資本の充実

適切な金融サービスの提供に向け､ 諸リスクに充分対応

できる自己資本の確保・充実に努めます｡

金融経済環境

平成26年度の我が国経済は､ ｢大胆な金融政策｣､ ｢機動的

な財政政策｣､ ｢民間投資を喚起する成長戦略｣ の ｢三本の矢｣

の一体的推進により､ 緩やかな回復基調となったものの､ 個

人消費等に弱さがみられました｡ こうした状況の下､ 経済の

好循環を確かなものとし､ 地方に経済成長の成果が広く行き

渡るようにするため､ 平成26年12月27日に ｢緊急経済対策｣

が取りまとめられました｡

平成27年度の我が国経済は､ ｢緊急経済対策｣ など､ 各種

政策の推進や政労使の取組み等により､ 実質雇用者報酬の伸

びがプラスになるなど雇用・所得環境が引続き改善し､ 好循

環が更に進展するとともに､ 原油価格低下等により交易条件

も改善する中で､ 当面､ 物価上昇が落ち着くことが予想され､

堅調な民需に支えられた景気回復が見込まれます｡

さて､ 医業界は､ 医師の不足や偏在による地域医療崩壊が

懸念され､ また､ 医療環境の厳しさが増す中で､ 少子・高齢

化の進展に伴い､ 医療・介護・福祉の充実の必要性も一層強

いものになっています｡ 国民が健康で文化的な生活を維持す

るために､ 質の高い医療や介護を安心して受けることのでき

る医療提供体制の整備や､ 健康管理・予防面などについての

環境づくりが求められています｡

一方､ 金融業界に目を向けてみますと､ 日銀の金融緩和や

金融機関相互の貸出競争により金利は依然として極めて低い

水準で推移し､ 資金運用環境の厳しさが続いていますが､ 全

体として企業の収益環境が好転しつつあることなどから､ 今

後､ 資金需要は大手から中小へと波及してくることが予想さ

れます｡ こうした状況において､ 金融機関は取引先からの相

談に積極的かつ柔軟に対応するとともに､ 中小企業・小規模

事業者や生活者に対するいわゆるコンサルティング機能の発

揮が求められています｡

業 績

｢預金積金｣

前期比569百万円減少し､ 期末残高16,179百万円となりま

した｡

｢貸出金｣

前期比157百万円増加し､ 期末残高1,708百万円となりまし

た｡

｢有価証券｣

前期比163百万円増加し､ 期末残高6,173百万円となりまし

た｡

｢預け金｣

前期比799百万円減少し､ 期末残高9,708百万円となりまし

た｡

｢当期純利益｣

前期比 7百万円減少し､ 16百万円となりました｡

事業の展望及び信用組合が対処すべき課題

当組合は､ 地域医療の充実・発展に向け､ 組合員の相互扶

助の精神に則り､ 組合員の皆さまに対し､ より適切な金融サー

ビスのご提供と､ なお一層の金融円滑化に努めてまいります｡

また､ 引続き組合員の増強や貸出金の増強など安定的な経

営基盤の強化を図りますとともに､ 内部管理態勢の強化に努

め､ さらなる健全経営を推進してまいります｡

教育費用対応融資の取扱を開始しました｡
平成23年９月 愛称 ｢ひこばえ｣ (医学部対応)
平成24年６月 愛称 ｢そったく｣ (医学部対応)
平成24年７月 ドクター教育ローン
平成26年10月 愛称 ｢こうらく｣ (教育資金全般)

無保証人融資の取扱を開始しました｡
平成26年10月 愛称 ｢きずな｣ (無保証人個人向融資)
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事業方針

平成26年度 経営環境・事業概況

トピックス

組合員の推移 (単位：人)

区 分 平成25年度末 平成26年度末

個 人 1,833 1,769

法 人 367 370

合 計 2,200 2,139
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貸借対照表 (単位：千円)

科 目 平成25年度 平成26年度 科 目 平成25年度 平成26年度

資 産 の 部 金 額 金 額 負 債 の 部 金 額 金 額

現 金 6,664 7,527 預 金 積 金 16,748,200 16,179,032

預 け 金 10,508,800 9,706,972 当 座 預 金 － －

有 価 証 券 6,009,678 6,173,389 普 通 預 金 8,213,504 8,358,561

国 債 1,462,595 1,478,709 貯 蓄 預 金 － －

地 方 債 2,198,794 2,318,625 通 知 預 金 － －

短 期 社 債 － － 定 期 預 金 7,970,741 7,276,866

社 債 2,059,621 2,078,077 定 期 積 金 360,242 340,322

株 式 900 900 そ の 他 の 預 金 203,712 203,282

そ の 他 の 証 券 287,767 297,077 そ の 他 負 債 22,362 21,222

貸 出 金 1,551,044 1,708,737 未 決 済 為 替 借 － －

割 引 手 形 － － 未 払 費 用 13,223 12,136

手 形 貸 付 86,818 82,834 給 付 補 填 備 金 199 172

証 書 貸 付 1,464,226 1,625,903 未 払 法 人 税 等 5,802 5,970

当 座 貸 越 － － 前 受 収 益 86 88

そ の 他 資 産 136,258 130,047 払 戻 未 済 金 1,383 1,093

未 決 済 為 替 貸 － － そ の 他 の 負 債 1,667 1,762

全 信 組 連 出 資 金 22,400 22,400 賞 与 引 当 金 2,505 2,607

前 払 費 用 － － 役 員 賞 与 引 当 金 － －

未 収 収 益 50,880 46,274 退 職 給 付 引 当 金 30,652 32,221

金 融 派 生 商 品 － － 役員退職慰労引当金 5,850 5,620

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 － － 繰 延 税 金 負 債 44,817 60,183

仮 払 金 － － 債 務 保 証 100 150

そ の 他 の 資 産 62,978 61,372 負 債 の 部 合 計 16,854,488 16,301,036

有 形 固 定 資 産 1,524 3,612 純 資 産 の 部

建 物 － － 出 資 金 29,517 28,644

土 地 － － 普 通 出 資 金 29,517 28,644

建 設 仮 勘 定 － － 利 益 剰 余 金 1,060,398 1,075,810

その他有形固定資産 1,524 3,612 利 益 準 備 金 42,342 42,342

無 形 固 定 資 産 1,108 776 その他利益剰余金 1,018,056 1,033,468

ソ フ ト ウ ェ ア 1,023 691 特 別 積 立 金 981,293 1,001,293

の れ ん － － 当期未処分剰余金 36,763 32,175

その他無形固定資産 84 84

繰 延 税 金 資 産 － － 組 合 員 勘 定 合 計 1,089,915 1,104,454

再評価に係る繰延税金資産 － － その他の有価証券評価差額金 194,495 251,586

債 務 保 証 見 返 100 150 土地再評価差額金 － －

貸 倒 引 当 金 △ 76,280 △ 76,134 評価・換算差額等合計 194,495 251,586

( うち個別貸倒引当金) (△ 71,232) (△ 70,512) 純 資 産 計 1,284,410 1,356,041

資 産 の 部 合 計 18,138,898 17,657,078 負債及純資産の合計 18,138,898 17,657,078

(注) 記載金額は､ 千円未満を切り捨てて表示しております｡

経理・経営内容



(単位：百万円)
区 分 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 (＊) 0
全 信 組 連 出 資 金 22

合 計 23
(＊) 非上場株式については､ 市場価格がなく､ 時価を把握することが極めて困難

と認められることから時価開示の対象とはしておりません｡

(単位：百万円)
区 分 貸借対照表計上額 個別貸倒引当金計上額

ペレグリン・インベストメンツ・
ホールディングス・リミテッド 61 61

合 計 61 61

貸借対照表計上額 取得原価 差 額
百万円 百万円 百万円

債 券 5,775 5,501 273
国 債 1,478 1,396 82
地方債 2,318 2,205 113
社 債 1,978 1,899 78

その他 297 239 57
小 計 6,072 5,741 331

貸借対照表計上額 取得原価 差 額
百万円 百万円 百万円

債 券 99 100 △ 0
国 債 － － －
地方債 － － －
社 債 99 100 △ 0

小 計 99 100 △ 0
合 計 6,172 5,841 331

(注) 貸借対照表計上額は､ 事業年度末における市場価格等に基づく時価により計
上したものであります｡

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
百万円 百万円 百万円 百万円

債 券 1,009 837 2,099 1,929
国 債 － 211 1,053 214
地方債 708 417 106 1,086
社 債 300 208 939 628

その他 － 113 123 －
合 計 1,009 950 2,223 1,929

(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時 価 差 額

�預け金 (＊１)
�有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券

�貸出金 (＊１)
貸倒引当金 (＊２)

9,708
6,172
－

6,172
1,708
△14

9,735
6,172
－

6,172

26
－
－
－

1,693 1,719 25
金 融 資 産 計 17,575 17,626 51

�預金積金 (＊１) 16,179 16,201 21
金 融 負 債 計 16,179 16,201 21

(＊１) 預け金､ 貸出金及び預金積金は､ ｢簡便な計算により算出した時価に代わる金額｣
を記載しております｡

(＊２) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております｡

�１. 記載金額は､ 千円未満を切り捨てて表示しております｡ なお､ 以下の注記については､ 表示単位
未満を切り捨てて表示しております｡

２. 有価証券の評価は､ 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定額法)､ そ
の他有価証券のうち時価のあるものについては事業年度末の市場価格等に基づく時価法 (売却原
価は主として移動平均法により算定)､ 時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ
いては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております｡ なお､ その他有価証券の
評価差額については､ 全部純資産直入法により処理しております｡

３. 有形固定資産 (リース資産を除く) の減価償却は､ 定率法を採用しております｡ また､ 主な耐用
年数は次のとおりであります｡ その他 ４年～20年

４. 無形固定資産 (リース資産を除く) の減価償却は定額法により償却しております｡ なお､ 自社利
用のソフトウェアについては､ 当組合内における利用可能期間 (５年) に基づいて償却しており
ます｡

５. 貸倒引当金は､ 予め定めている償却・引当基準に則り､ 次のとおり計上しております｡
｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣
(日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第４号) に規定する正常先債権及び要注意先
債権に相当する債権については､ 一定の種類毎に分類し､ 過去の一定期間における各々の貸倒実
績から算出した貸倒実績率等に基づく引当額を計算し､ 貸倒実績率等が法定繰入率未満となった
場合は､ 税法基準の法定繰入率により引当てております｡ 破綻懸念先債権に相当する債権につい
ては､ 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し､ その残額のう
ち必要と認める額を引当てております｡ 破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権について
は､ 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てて
おります｡
全ての債権は､ 資産の自己査定基準に基づき､ 営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産
査定を実施しており､ その査定結果により上記の引当てを行っております｡

６. 賞与引当金は､ 従業員への賞与の支払いに備えるため､ 従業員に対する賞与の支給見込額のうち､
当事業年度に帰属する額を計上しております｡

７. 退職給付引当金は､ 従業員の退職給付に備えるため､ 当事業年度末における退職給付債務に基づ
き､ 必要額を計上しております｡

８. 役員退職慰労引当金は､ 役員への退職慰労金の支払に備えるため､ 役員に対する退職慰労金の支
給見込額のうち､ 当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております｡

９. 消費税及び地方消費税の会計処理は､ 税込方式によっております｡
10. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 67百万円
11. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額 該当ございません｡
12. 有形固定資産の減価償却累計額 36百万円
13. 貸出金のうち､ 破綻先債権額は７百万円､ 延滞債権額はございません｡ なお､ 破綻先債権とは､

元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取
立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金 (貸倒償却を行った部
分を除く｡ 以下 ｢未収利息不計上貸出金｣ という｡) のうち､ 法人税法施行令 (昭和40年政令第9
7号) 第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じて
いる貸出金であります｡
また､ 延滞債権とは､ 未収利息不計上貸出金であって､ 破綻先債権及び債務者の経営再建又は
支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります｡

14. 貸出金のうち､ ３か月以上延滞債権額はありません｡
なお､ ３か月以上延滞債権とは､ 元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３か月以上遅
延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります｡

15. 貸出金のうち､ 貸出条件緩和債権額は14百万円であります｡
なお､ 貸出条件緩和債権とは､ 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として､ 金利の減
免､ 利息の支払猶予､ 元本の返済猶予､ 債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権､ 延滞債権及び３か月以上延滞債権に該当しないものであります｡

16. 破綻先債権額､ 延滞債権額､ ３か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は21百万円
であります｡ なお､ 13. から16. に掲げた債権額は､ 貸倒引当金控除前の金額であります｡

17. 担保に提供している資産は､ 次のとおりであります｡
担保提供している資産 預け金130百万円

18. 出資１口当たりの純資産額は 47,341円21銭です｡
19. 金融商品の状況に関する事項

�金融商品に対する取組方針
当組合は､ 預金業務､ 融資業務､ 預け金および有価証券による資金運用業務などの金融業務を
行っております｡
このため､ 主として金利変動を伴う金融資産および金融負債を有しており､ 金利変動による不
利な影響が生じないよう､ 資産および負債を総合的に管理しております｡
なお､ 当組合は､ デリバティブ取引を行っておりません｡

�金融商品の内容およびそのリスク
当組合の金融資産は､ 熊本県内の医療機関を主とした組合員に対する貸出金であり､ 貸出先の
契約不履行による信用リスクがあります｡
預け金は､ 預入先金融機関の破綻などの信用リスクと金利の変動リスクがあります｡
有価証券は､ 主に債券であり､ 満期保有目的および純投資目的で保有しております｡ これらは､
それぞれ発行体の破綻などの信用リスク､ 金利の変動リスク､ および､ 市場価格の変動リスクが
あります｡
一方､ 金融負債は､ お客様から受入れた預金および定期積金であり､ 流動性リスクおよび金利
の変動リスクがあります｡

�金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当組合は､ 貸出規定および余資運用規定に従い､ 貸出金の信用リスクに関しては､ 個別案件
ごとの与信審査､ 与信限度額､ 信用情報管理､ 保証や担保の設定など与信管理に関する体制を
整備し運営しております｡
また､ 有価証券の発行体の信用リスクに関しては､ 信用情報や時価の把握を行っております｡
これらの管理は､ 本店で行われ､ また､ 定期的に開催している常務理事会および理事会で､
審議・報告を行っております｡
さらに､ 与信管理の状況は､ 内部検査を実施し､ 理事会に報告するとともに監事へも報告し
ております｡
②市場リスクの管理

��金利リスクの管理
当組合は､ 金融資産および金融負債の金利や期間を総合的に把握し､ 金利リスクを管理し

ております｡
これらの管理は､ 余資運用規定に従い､ 定期的に本店で総金利リスク量を計測・分析し､

常務理事会および理事会へ報告の上､ 今後の対応を協議しております｡
��為替リスクの管理
当組合は､ 外貨建てでの運用・調達は行っておらず､ 為替リスクは､ 有価証券のうち為替

系仕組債の利回りへの影響など限定的なため､ 金利リスクに含めて管理しております｡
��価格変動リスクの管理
当組合の有価証券の運用は､ 理事会の方針に基づき､ 常務理事会および理事会の監督のも

と､ 余資運用規定に従い行っております｡
有価証券の購入にあたっては､ 事前審査､ 投資限度額の設定のほか､ 継続的なモニタリン

グを通じて､ 価格変動リスクの軽減を図っております｡
これらの情報は､ 常務理事会および理事会へ報告しております｡

③資金調達に関する流動性リスクの管理
当組合は､ 金融資産および金融負債の期間を総合的に把握し､ また､ 適時に資金管理を行う
ことによって､ 流動性リスクを管理しております｡

�金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には､ 市場価格に基づく価額のほか､ 市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております｡ 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため､
異なる前提条件等によった場合､ 当該価額が異なることもあります｡
なお､ 金融商品のうち預け金､ 貸出金及び預金積金については､ 簡便な計算により算出した時
価に代わる金額を開示しております｡

20. 金融商品の時価等に関する事項
平成26年３月31日における貸借対照表計上額､ 時価､ 及びこれらの差額は､ 次のとおりであり
ます｡ なお､ 時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は､ 次表には含めてお
りません｡ (注１)
また､ 重要性の乏しい科目については記載を省略しております｡

(注１) 金融商品の時価等の算出方法
金融資産

�預け金
満期のない預け金については､ 時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価と

しております｡ 満期のある預け金については､ 残存期間毎に算出したキャッシュ・フローを市場金
利 (Libor､ SWAP) で割引くことで現在価値を算出し､ 当該現在価値を時価としております｡

�有価証券
有価証券は､ 取引所の価格または取引金融機関から提示された価格を時価としております｡

�貸出金
貸出金は､ 残存期間毎に算出したキャッシュ・フローを市場金利 (Libor､ SWAP) で割引

くことで現在価値を算出し､ 当該現在価値から一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除し
たものを時価としております｡

金融負債
�預金積金

預金積金のうち､ 要求払預金は､ 帳簿価額を時価としております｡
また､ 定期性預金は､ 残存期間毎に算出したキャッシュ・フローを市場金利 (Libor､ SW

AP) で割引くことで現在価値を算出し､ 当該現在価値を時価としております｡
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり､ 金融商品の時

価情報には含まれておりません｡

(注３) その他資産のうち下記債権は､ 全額個別貸倒引当金を計上しているため金融商品の時価情報
に含まれておりません｡

21. 有価証券の時価､ 評価差額等に関する事項は次のとおりであります｡ これらには､ ｢国債｣､ ｢地
方債｣､ ｢社債｣､ ｢その他の証券｣ が含まれております｡ 以下24まで同様であります｡
�売買目的有価証券に区分した有価証券はありません｡
�満期保有目的有価証券に区分した有価証券はありません｡
�その他有価証券
【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

22. 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません｡
23. 当期中に売却したその他有価証券はありません｡
24. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次のとお

りであります｡

25. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は､ それぞれ以下のとおりであります｡
�繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度額超過額 10百万円
退職給付引当金損金算入限度額超過額 8
その他 7
繰延税金資産小計 25
評価性引当額 △ 6

繰延税金資産合計 19
繰延税金負債
有価証券評価差額金 △79

繰延税金負債合計 △79
繰延税金資産の純額 △60百万円

���



���

損益計算書 (単位：千円) 剰余金処分計算書 (単位：千円)

科 目 平成25年度 平成26年度 科 目 平成25年度 平成26年度

経 常 収 益 151,786 141,802 当 期 未処分剰余金 36,763 32,175
資 金 運 用 収 益 149,723 140,356

積 立 金 取 崩 額 － －貸 出 金 利 息 29,827 29,329
預 け 金 利 息 30,211 26,254

剰 余 金 処 分 額 36,763 32,175有価証券利息配当金 88,787 83,876
そ の 他の受入利息 896 896

利 益 準 備 金 － －役 務 取 引 等 収 益 670 654
受 入 為 替 手 数 料 666 651

普通出資に対する配当金 883 860
そ の 他の役務収益 3 3

(年３％の割合) (年３％の割合)そ の 他 業 務 収 益 214 1
国 債 等債券売却益 － －

特 別 積 立 金 20,000 20,000国 債 等債券償還益 － －
金融派生商品収益 － －

次 期 繰 越 金 15,880 11,315その他の業務収益 214 1
そ の 他 経 常 収 益 1,177 788 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
貸 倒引当金戻入益 1,177 146
そ の 他 経 常 収 益 － 642

経 常 費 用 117,125 118,155
資 金 調 達 費 用 18,321 16,175

財務諸表の適正性・内部監査の有効性についての確認書
預 金 利 息 17,923 15,804
給付補填備金繰入額 398 370

確 認 書

私は､ 当組合の平成26年４月１日から27年３月31日まで
の第56期の事業年度における貸借対照表､ 損益計算書及び
剰余金処分計算書の適正性､ 及び､ 同書類作成に係わる内
部監査の有効性を確認いたしました｡

平成27年７月１日

熊本県医師信用組合

理事長

役 務 取 引 等 費 用 25 21
支 払 為 替 手 数 料 8 6
そ の 他 役 務 費 用 16 14

そ の 他 業 務 費 用 1 －
国債等債券売却損 － －
そ の 他 業 務 費 用 1 －

経 費 98,778 101,959
人 件 費 44,445 45,710
物 件 費 54,205 56,151
税 金 128 97

そ の 他 経 常 費 用 － －
貸 出 金 償 却 － －
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － －
その他引当金繰入額 － －

会計監査人による監査 (単位：千円)
経 常 利 益 34,660 23,647
特 別 利 益 － －

当組合は､ 協同組合による金融事業に関する法律に規定

する ｢特定信用組合｣ には該当せず､ 法定監査を受ける義

務はございません｡

そ の 他 の 特 別 利 益 － －
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 － －

特 別 損 失 － 0
動 産 不 動 産 処 分 損 － 0

税 引 前 当 期 純 利 益 34,660 23,647
法人税､ 住民税及び事業税 6,173 6,439
法 人 税 等 調 整 額 4,458 912
当 期 純 利 益 24,027 16,295
繰 越 金(当期首残高) 12,735 15,880
当 期 未 処 分 剰 余 金 36,763 32,175

(注)１. 記載金額は､ 千円未満を切り捨てて表示しております｡
２. 出資１口当たりの当期純利益 551円62銭

経理・経営内容
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業務粗利益 (単位：千円) 役務取引の状況 (単位：千円)

科 目 平成25年度 平成26年度 科 目 平成25年度 平成26年度

資 金 運 用 収 益 149,723 140,356 役 務 取 引 等 収 益 670 654

資 金 調 達 費 用 18,321 16,175 受 入 為 替 手 数 料 666 651

資 金 運 用 収 支 131,402 124,181 その他の受入手数料 3 3

役務取引等収益 670 654 その他の役務取引等収益 － －

役務取引等費用 25 21 役 務 取 引 等 費 用 25 21

役 務 取 引 等 収 支 645 633 支 払 為 替 手 数 料 8 6

その他業務収益 214 1 その他の支払手数料 － －

その他業務費用 1 － その他の役務取引等費用 16 14

そ の 他 業 務 収 支 213 1 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
業 務 粗 利 益 132,048 124,817

業 務 粗 利 益 率 0.72％ 0.71％

(注)１. 業務粗利益率＝
業務粗利益

資金運用勘定計平均残高
×100

２. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
受取利息および支払利息の増減 (単位：千円)

項 目 平成25年度 平成26年度

受 取 利 息 の 増 減 △10,713 △9,367

支 払 利 息 の 増 減 △7,288 △2,146
経費の内訳 (単位：千円) (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

項 目 平成25年度 平成26年度

人 件 費 44,445 45,710

報 酬 給 料 手 当 37,443 38,373 業務純益 (単位：千円)

退 職 給 付 費 用 1,638 1,568

項 目 平成25年度 平成26年度そ の 他 5,363 5,767

物 件 費 54,205 56,151 業 務 純 益 34,359 23,948
事 務 費 19,317 20,638

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
固 定 資 産 費 17,485 17,760

事 業 費 3,167 3,806

人 事 厚 生 費 330 221

減 価 償 却 費 1,695 1,948

そ の 他 12,208 11,775

税 金 128 97

経 費 合 計 98,778 101,959

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

経理・経営内容
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主要な経営指標の推移 (単位：千円：％)

区 分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

経 常 収 益 159,407 159,396 161,417 151,786 141,802

経 常 利 益 (損失) 17,309 24,260 31,660 34,660 23,647

当 期 純 利 益 (損失) 16,199 14,513 22,541 24,027 16,295

預 金 積 金 残 高 16,630,661 17,420,054 17,954,609 16,748,200 16,179,032

貸 出 金 残 高 1,557,822 1,669,541 1,710,551 1,551,044 1,708,737

有 価 証 券 残 高 5,936,638 6,579,754 6,633,642 6,009,678 6,173,389

総 資 産 額 17,788,575 18,636,577 19,353,461 18,138,898 17,657,078

純 資 産 額 1,090,521 1,135,897 1,271,525 1,284,410 1,356,041

自己資本比率 (単体) 19.26％ 18.93％ 20.00％ 23.13％ 24.11％

出 資 総 額 32,638 31,958 30,640 29,517 28,644

出 資 総 口 数 32,638口 31,958口 30,640口 29,517口 28,644口

出資に対する配当金 977 959 925 883 860

職 員 数 ５人 ６人 ５人 ５人 ５人

(注) １. 残高計数は期末日現在のものです｡
２. ｢自己資本比率 (単体)｣ の平成20年度については､ 自己資本比率規制の一部を弾力化する特例 (平成20年金融庁告示第79号) に基づき､ 算出しております｡
３. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

資金運用勘定､ 資金調達勘定の平均残高等 (単位：千円：％) 有価証券､ 金銭の信託等の取得価格または契約価格､ 時価および評価損益 (単位：千円)

科 目 年 度 平均残高 利 息 利回り 項 目 取得価格または契約価格 時 価 評価損益

資 金
運 用 勘 定

25年度 18,190,234 149,723 0.82
有 価 証 券

25年度 5,749,783 6,009,678 259,895

26年度 17,528,893 140,356 0.80 26年度 5,841,949 6,173,389 331,440

う ち
貸 出 金

25年度 1,593,105 29,827 1.87
金銭の信託

25年度 － － －

26年度 1,615,919 29,329 1.81 26年度 － － －

う ち
預 け 金

25年度 10,411,197 30,211 0.29 デリバティブ
等 商 品

25年度 － － －

26年度 9,849,311 26,254 0.26 26年度 － － －

う ち 金 融
機関貸付等

25年度 － － －
(注)１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
２. ｢時価｣ は､ ｢金融商品に係る会計基準の設定に関する意
見書｣ (企業会計審議会：平成11年１月22日) に定める時
価に基づいて表示しております｡ なお､ 時価のないものに
ついては､ 帳簿価格で表示しております｡

３. デリバティブ等商品とは､ 預金等と協同組合による金融事
業に関する法律施行規則第41条１項第５号に掲げる取引
(金融先物取引､ 金融等デリバティブ取引､ 先物外国為替
取引､ 有価証券デリバティブ取引等) を組合せた商品です｡

26年度 － － －

う ち
有 価 証 券

25年度 6,163,531 88,787 1.44

26年度 6,041,261 83,876 1.38

う ち
そ の 他

25年度 22,400 － －

26年度 22,400 － －

資 金 調 達
勘 定

25年度 17,106,688 18,321 0.10

26年度 16,435,100 16,175 0.09

う ち
預 金 積 金

25年度 17,106,688 18,321 0.10

26年度 16,435,100 16,175 0.09

うち譲渡性
預 金

25年度 － － －

26年度 － － －

う ち
借 用 金

25年度 － － －

26年度 － － －

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

経理・経営内容
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経理・経営内容

満期保有目的の債券 (単位：千円)

項 目
平成25年度 平成26年度

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額 貸借対照表

計 上 額 時 価 差 額

国 債
時価が貸借対照表計上額を超えるもの － － － � � �
時価が貸借対照表計上額を超えないもの － － － � � �

計 － － － � � �

地 方 債
時価が貸借対照表計上額を超えるもの － － － � � �
時価が貸借対照表計上額を超えないもの － － － � � �

計 － － － � � �

短 期 社 債
時価が貸借対照表計上額を超えるもの － － － � � �
時価が貸借対照表計上額を超えないもの － － － � � �

計 － － － � � �

社 債
時価が貸借対照表計上額を超えるもの － － － � � �
時価が貸借対照表計上額を超えないもの － － － � � �

計 － － － � � �

そ の 他
時価が貸借対照表計上額を超えるもの － － － � � �
時価が貸借対照表計上額を超えないもの － － － � � �

計 － － － � � �

合 計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの － － － � � �
時価が貸借対照表計上額を超えないもの － － － � � �

計 － － － � � �
(注) １. 時価は､ 当事業年度末における市場価格等に基づいております｡

２. ｢社債｣ には､ 政府保証債､ 公社公団債､ 金融債､ 事業債が含まれます｡
３. 上記の ｢その他｣ は､ 外国証券及び投資信託等です｡

その他有価証券 (単位：千円)

項 目
平成25年度 平成26年度

貸借対照表
計 上 額 取得原価 差 額 貸借対照表

計 上 額 取得原価 差 額

株 式
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの － － － － － －
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 900 900 － 900 900 －

債 券
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 5,623,740 5,407,096 216,644 5,775,712 5,501,844 273,868
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 97,271 100,000 △2,728 99,700 100,000 △300

計 5,721,011 5,507,096 213,915 5,875,412 5,601,844 273,568

国 債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 1,462,595 1,401,526 61,068 1,478,709 1,396,525 82,183
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 1,462,595 1,401,526 61,068 1,478,779 1,396,525 82,183

地 方 債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 2,198,794 2,106,024 92,770 2,318,625 2,205,569 113,055
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 2,198,794 2,106,024 92,770 2,318,625 2,205,569 113,055

短期社債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの － － － － － －
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 － － － － － －

社 債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 1,962,350 1,899,544 62,805 1,978,377 1,899,748 78,629
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 97,271 100,000 △2,728 99,700 100,000 △300

計 2,059,621 1,999,544 60,076 2,078,077 1,999,748 78,329

そ の 他
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 287,767 241,787 45,979 297,077 239,204 57,872
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 287,767 241,787 45,979 297,077 239,204 57,872

合 計
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 5,911,507 5,648,883 262,623 6,073,689 5,741,949 331,740
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 97,271 100,000 △2,728 99,700 100,000 △300

計 6,008,778 5,748,883 259,895 6,173,389 5,841,949 331,440
(注) １. 貸借対照表計上額は､ 当事業年度末における市場価格等に基づいております｡

２. ｢社債｣ には､ 政府保証債､ 公社公団債､ 金融債､ 事業債が含まれます｡
３. 上記の ｢その他｣ は､ 外国証券及び投資信託等です｡
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その他業務収益の内訳 (単位：千円) 預貸率および預証率 (単位：％)

項 目 平成25年度 平成26年度 区 分 平成25年度 平成26年度

外 国 為 替 売 買 益 － －
預 貸 率

(期 末) 9.26 10.56

商品有価証券売却益 － － (期中平均) 9.31 9.83

国 債 等債券売却益 － －
預 証 率

(期 末) 35.88 38.15

国 債 等債券償還益 － － (期中平均) 36.02 36.75

金 融 派生商品収益 － －

そ の 他 派 生 商 品 － －
１店舗当りの預金および貸出金残高 (単位：千円)

そ の 他 業 務 収 益 1 1 区 分 平成25年度 平成26年度

その他業務収益合計 1 1 １店舗当たりの預金残高 16,748,200 16,179,032

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡ １店舗当りの貸出金残高 1,551,044 1,708,737

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

総資産利益率 (単位：％)

区 分 平成25年度 平成26年度 職員１人当りの預金および貸出金残高 (単位：千円)

総 資 産経常利益率 0.18 0.13 区 分 平成25年度 平成26年度

総資産当期利益率 0.13 0.09 職員１人当りの預金残高 3,349,640 2,696,505

総資産経常(当期)利益率＝
経常(当期純)利益

総資産(債務保証見返りを除く)平均残高
×100

職員１人当りの貸出金残高 310,208 284,789

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

総資金利鞘等 (単位：％)

区 分 平成25年度 平成26年度

資金運用利回り(ａ) 0.82 0.80

資金調達原価率(ｂ) 0.67 0.70

総資金利鞘 (ａ－ｂ) 0.15 0.09

経理・経営内容
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単体における事業年度の開示事項

自己資本の構成に関する事項 (単位：千円)

項 目 平成25年度 平成26年度経過措置によ
る 不 算 入 額

経過措置によ
る 不 算 入 額

コア資本に係る基礎項目 (１)

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 1,089,032 1,103,594

うち､ 出資金及び資本剰余金の額 29,517 28,644

うち､ 利益剰余金の額 1,036,370 1,075,810

うち､ 外部流出予定額 (△) 883 860

うち､ 上記以外に該当するものの額 － －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 5,048 5,622

うち､ 一般貸倒引当金コア資本算入額 5,048 5,622

うち､ 適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち､ コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調
達手段の額のうち､ コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当
する額のうち､ コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

コア資本に係る基礎項目の額 (イ) 1,094,080 1,109,216

コア資本に係る調整項目 (２)

無形固定資産 (モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く｡) の額の合計額 － 786 115 462

うち､ のれんに係るものの額 － － － －

うち､ のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 － 786 115 462

繰延税金資産 (一時差異に係るものを除く｡) の額 － － － －

適格引当金不足額 － － － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － － －

前払年金費用の額 － － － －

自己保有普通出資等 (純資産の部に計上されるものを除く｡) の額 － － － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － － －

信用協同組合連合会の対象普通出資等の額 － － － －

特定項目に係る10パーセント基準超過額 － － － －

うち､ その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － － －

うち､ モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － － － －

うち､ 繰延税金資産 (一時差異に係るものに限る｡) に関連するものの額 － － － －

特定項目に係る15パーセント基準超過額 － － － －

うち､ その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － － －

うち､ モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － － － －

うち､ 繰延税金資産 (一時差異に係るものに限る｡) に関連するものの額 － － － －

コア資本に係る調整項目の額 (ロ) － 115

自己資本

自己資本の額 ((イ) － (ロ)) (ハ) 1,094,080 1,109,100

リスク・アセット等 (３)

自己資本比率規制第３の柱に係る開示事項



項 目 平成25年度 平成26年度経過措置によ
る 不 算 入 額

経過措置によ
る 不 算 入 額

信用リスク・アセットの額の合計額 4,480,189 4,352,676

うち､ 経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 786 462

うち､ 無形固定資産 (のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く｡) 786 462

うち､ 繰延税金資産 － －

うち､ 前払年金費用 － －

うち､ 他の金融機関等向けエクスポージャー － －

うち､ 上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 － －

信用リスク・アセット調整額 － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 249,834 245,963

リスク・アセット等の額の合計額 (ニ) 4,730,023 4,598,640

自己資本比率

自己資本比率 ((ハ) ／ (ニ)) 23.13％ 24.11％

(注)自己資本比率の算出方法を定めた ｢協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき､
信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
(平成18年金融庁告示第22号)｣ に係る算式に基づき算出しております｡

信用リスクとは､ 与信先の財務状況の悪化等のクレジットイ
ベント (信用事由) に起因して､ 当組合の資産 (オフバランス
資産を含む) の価値が減少ないし滅失し､ 損失を被るリスクの
ことです｡
当組合では､ 与信業務の普遍的かつ基本的な指針である ｢ク
レジット・ポリシー｣ を､ また､ 実務面では ｢貸出規定｣､ ｢余
資運用規定｣ などを定めており､ 全ての役職員に充分な理解と
遵守を義務付けることで､ 信用リスク管理の徹底を図っており
ます｡
また､ 個別の案件の審査・与信管理は､ 現場である本店での
審査の後､ ｢貸出規定｣ に定める基準に則り､ 常務理事会また
は理事会で可否を決定するなど､ 適切な信用リスク管理の運営
に努めております｡
貸出金等の貸倒償却・引当については､ 自己査定の債務者区
分ごとに計上しております｡ 自己査定で区分した正常先債権､
要注意先債権は､ 税法基準の法定繰入率により一般貸倒引当金
を計上し､ また､ 破綻懸念先債権､ 実質破綻先債権ならびに破
綻先債権は､ 回収見込額控除後の債権額をそれぞれ個別貸倒引
当金として計上しております｡
なお､ それぞれの結果については､ 監事の内部監査を受ける
など､ 適正な処理に努めております｡

(13～16・20ページをご覧ください)

信用リスク削減手法とは､ ある一定の優良な担保､ 保証など
でリスクを削減することです｡ 具体的には､ 自己資本比率の算
出に使用する信用リスク・アセット (分母) から当該担保・保
証などの相当額を控除することができます｡
ある一定の優良な担保､ 保証などとは､ 適格金融資産担保

(預金･積金担保など)､ 保証 (公的保証および上場会社等の適

格保証人)､ クレジット・デリバティブ､ 貸出金と預金・積金
との相殺 (オンバランスシート・ネッティング) と定義されて
います｡
当組合の信用リスク管理は保守的な運営を指向しております

ので､ 適格金融資産担保と保証のみを適用しております｡
(15ページをご覧ください)

オペレーショナル・リスクとは､ 内部プロセス・人・システ
ムが不適切であること若しくは機能しないこと､ 又は外生的事
象が生起することから生じる損失に係るリスクと定義されてお
ります｡ この定義には､ 法務リスクは含まれますが､ 戦略リス
ク､ 風評リスク､ システミック・リスクは含まれません｡
当組合では､ ｢事務取扱要領｣ や ｢システム障害対策マニュ

アル｣ 等を制定し､ 全ての役職員に充分な理解と遵守を義務付
けるとともに､ ｢店内検査｣､ ｢監事による内部監査｣ を通じリ
スク管理に注力しております｡
なお､ 当組合においては､ オペレーショナル・リスクの計測

には ｢基礎的手法｣ を採用しております｡ オペレーショナル・
リスク相当額は､ 業務粗利益 (直近３年の平均値) に15％を乗
じて算出したものです｡

(12ページをご覧ください)

当組合の銀行勘定における出資等株式エクスポージャー (価
格変動のリスクに晒されている資産のこと) にあたるものは､
全国信用協同組合連合会､ 信組情報サービス株式会社に対する
ものであり､ 当組合の業務運営上必要な出資等であります｡

(15ページをご覧ください)
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信用リスクについて

信用リスク削減手法等について

オペレーショナル・リスクについて

銀行勘定における出資等のエクスポージャーについて
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銀行勘定における金利リスクについて (単位：千円)

金利リスクとは､ 市場金利の変動によって当組合の経済価値 (資産価値の変動や将来の収益に対する影響) が変動するリスクと

定義されます｡

当組合では､ 銀行勘定における金利リスク (総金利リスク量) を月次で把握し､ その結果を理事会へ報告し､ 対応方針を検討す

るなど金利リスク管理態勢を強化しております｡

(16ページをご覧ください)

自己資本の充実の状況 (リスク・アセット､ 所要自己資本)
(単位：千円)

平成25年度 平成26年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ. 信用リスク・アセット､ 所要自己資本の額

合計
4,428,303 177,132 4,352,676 174,107

①標準的手法が適用されるポートフォリオ

ごとのエクスポージャー※２
4,273,333 170,933 4,091,820 163,672

(�) ソブリン向け 72,313 2,892 83,275 3,331

(�) 金融機関向け 2,166,942 86,677 2,006,670 80,266

(�) 法人等向け 1,967,306 78,692 2,001,874 80,074

(�) 中小企業等・個人向け 66,771 2,670 79,159 3,166

(�) 抵当権付住宅ローン － － － －

(�) 不動産取得等事業向け － － － －

(�) 三月以上延滞等 － － － －

②証券化エクスポージャー － － － －

ロ. オペレーショナル・リスク 249,834 9,993 245,963 9,838

ハ. 単体総所要自己資本額 (イ＋ロ) 4,678,137 187,125 4,598,640 183,945

(注)１. 所要自己資本の額＝リスク・アセット額×４％
２. ｢エクスポージャー｣ とは､ 資産 (派生商品取引によるものを除く) 並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です｡
３. ｢ソブリン｣ とは､ 中央政府､ 中央銀行､ 地方公共団体､ わが国の政府関係機関､ 土地開発公社､ 地方住宅供給公社､ 地方道路公社､
外国の中央政府以外の公共部門 (当該国内においてソブリン扱いになっているもの)､ 国際開発銀行､ 国際決済銀行､ 国際通貨基金､
欧州中央銀行､ 欧州共同体､ 信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです｡

４. ｢三月以上延滞等｣ とは､ 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び
｢ソブリン向け｣､ ｢金融機関向け｣､ ｢法人等向け｣ においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです｡

５. オペレーショナル・リスクは､ 当組合は基礎的手法を採用しています｡

〈オペレーショナル・リスク (基礎的手法) の算定方法〉

粗利益 (直近３年間のうち正の値の合計額) ×15％
÷８％

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

６. 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％
７. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
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信用リスクに関する事項 (証券化エクスポージャーを除く) (単位：千円：％)

イ. 信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高

〈業種別及び残存期間別〉 (単位：千円)

エクスポージャー
区分

信 用 リ ス ク エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 期 末 残 高

三 月 以 上 延 滞
エクスポージャー

貸出金､ コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債 券 デリバティブ取引

業種区分
期間区分 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
国 内 7,327,735 7,643,981 1,551,044 1,708,737 5,776,691 5,935,244 － － － －
国 外 232,087 237,245 － － 232,087 237,245 － － － －
地 域 別 合 計 7,559,823 7,881,226 1,551,044 1,708,737 6,008,778 6,172,489 － － － －
製 造 業 200,726 － － － 200,726 － － － － －
農 業 ､ 林 業 － － － － － － － － － －
漁 業 － － － － － － － － － －
鉱 業 ､ 採 石 業 ､
砂 利 採 取 業 － － － － － － － － － －

建 設 業 － － － － － － － － － －
電 気 ・ ガ ス
熱 供 給 ・ 水 道 業 97,271 101,820 － － 97,271 101,820 － － － －

情 報 通 信 業 － － － － － － － － － －
運輸業 ､ 郵 便業 202,223 100,089 － － 202,223 100,089 － － － －
卸売業 ､ 小 売業 － － － － － － － － － －
金 融 ､ 保 険 業 653,527 659,915 － － 653,527 659,915 － － － －
不 動 産 業 55,680 59,832 － － 55,680 59,832 － － － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － －
学術研究､ 専門・
技 術 サ ー ビ ス 業 － － － － － － － － － －

宿 泊 業 － － － － － － － － － －
飲 食 業 － － － － － － － － － －
生活関連サービス業､
娯 楽 業 － － － － － － － － － －

教育､ 学習支援業 － － － － － － － － － －
医 療 ・ 福 祉 1,186,089 1,180,217 1,186,089 1,180,217 － － － －
そ の 他 サ ー ビ ス － － － － － － － － － －
そ の 他 の 産 業 － － － － － － － － － －
国・地方公共団体等 4,696,899 5,150,082 － － 4,696,899 5,150,082 － － － －
個 人 364,955 528,519 364,955 528,519 － － － － － －
そ の 他 102,450 100,750 － － 102,450 － － － － －
業 種 別 合 計 7,559,823 7,881,226 1,551,044 1,708,737 6,008,778 6,172,489 － － － －
１ 年 以 下 843,807 1,039,277 36,187 29,588 807,620 1,009,689 － －
１ 年 超 ３ 年 以 下 1,190,247 191,676 65,768 91,316 1,124,479 100,360 － －
３ 年 超 ５ 年 以 下 623,567 1,062,768 196,562 212,350 427,005 850,418 － －
５ 年 超 ７ 年 以 下 1,299,355 1,111,995 227,199 248,534 1,072,156 863,461 － －
７ 年超 1 0 年 以下 1,316,252 1,581,040 167,967 221,412 1,148,285 1,359,628 － －
1 0 年 超 2,230,907 2,834,631 857,356 905,532 1,373,551 1,929,099 － －
期間の定めのないもの 55,680 59,832 － － 55,680 59,832 － －
残 存 期 間 別 合 計 7,559,823 7,881,226 1,551,044 1,708,737 6,008,778 6,172,489 － －

(注)１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
２. オフ・バランス取引は､ デリバティブ取引を除く｡
３. ｢三月以上延滞エクスポージャー｣ とは､ 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞しているエクスポージャーのことです｡
４. 上記の ｢その他｣ は､ 裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難
なエクスポージャーです｡

５. 当組合は､ 国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため､ ｢地域別｣ の区分は省略しております｡
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ロ. 一般貸倒引当金､ 個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
(単位：千円)

期 首 残 高 当期増加額
当 期 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金
平成25年度 5,646 5,048 － 5,646 5,048
平成26年度 5,048 5,622 － 5,048 5,622

個 別 貸 倒 引 当 金
平成25年度 71,812 71,232 － 71,812 71,232
平成26年度 71,232 70,512 － 71,232 70,512

合 計
平成25年度 77,458 76,280 － 77,458 76,280
平成26年度 76,280 76,134 － 76,280 76,130

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

ハ. 業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の額等
(単位：千円)

個 別 貸 倒 引 当 金
貸 出 金 償 却

期 首 残 高 当 期 増 加 額
当 期 減 少 額 ※

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
製 造 業 － － － － － － － － － － － －
農 業 ､ 林 業 － － － － － － － － － － － －
漁 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業､ 採石業
砂 利 採 取 業

－ － － － － － － － － － － －

建 設 業 － － － － － － － － － － － －
電 気・ガ ス
熱供給・水道業

－ － － － － － － － － － － －

情 報 通 信 業 － － － － － － － － － － － －
運輸業､ 郵便業 － － － － － － － － － － － －
卸売業､ 小売業 － － － － － － － － － － － －
金融業､ 保険業 61,225 61,225 61,225 61,225 － － 61,225 61,225 61,225 61,225 － －
不 動 産 業 － － － － － － － － － － － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － － － －
学術研究､専門・
技術サービス業

－ － － － － － － － － － － －

宿 泊 業 － － － － － － － － － － － －
飲 食 業 － － － － － － － － － － － －
生活関連サービス業､
娯 楽 業

－ － － － － － － － － － － －

教育・学習支援業 － － － － － － － － － － － －
医 療 ・ 福 祉 10,586 10,006 10,006 9,286 － － 10,586 10,006 10,006 9,286 － －
その他のサービス － － － － － － － － － － － －
その他の産業 － － － － － － － － － － － －
国・地方公共団体等 － － － － － － － － － － － －
個 人 － － － － － － － － － － － －
合 計 71,812 71,232 71,232 70,512 － － 71,812 71,232 71,232 70,512 － －

(注) １. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
２. 当組合は､ 国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため､ ｢地域別｣ の区分は省略しております｡
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ニ. リスク・ウエイトの区分とエクスポージャーの額等
(単位：千円)

告 示 で 定 め る リ ス ク ・

ウ エ イ ト 区 分 ( ％ )

エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額
平 成 25 年 度 平 成 26 年 度

格 付 有 り 格 付 無 し 格 付 有 り 格 付 無 し
0 ％ 322,766 3,716,528 436,543 3,840,389
10 ％ 723,130 3,859 934,574 3,028
20 ％ 10,940,145 － 10,138,786 －
35 ％ － － － －
50 ％ 505,399 4,430 200,839 3,394
75 ％ － 89,410 － 101,615
100 ％ 448,940 1,404,870 452,405 1,565,172

合 計 12,940,382 5,219,099 12,163,148 5,513,600

(注)１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
２. 格付は､ 適格格付機関が付与しているものに限ります｡
３. エクスポージャーは､ 信用リスク削除手法適用後のリスク・ウエイトに区分しています｡

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー (単位：千円)

信用リスク削減手法
適格金融資産担保 保 証 クレジット・デリバティブ

ポートフォリオ 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度

信用リスク削除手法が適用された

エクスポージャー
38,468 26,240 4,824 3,108 － －

①ソブリン向け － － － － － －

②金融機関向け － － － － － －

③法人等向け 36,400 21,830 4,024 3,028 － －

④中小企業等・個人向け 2,068 4,410 800 80 － －

⑤抵当権付住宅ローン － － － － － －

⑥不動産取得等事業向け － － － － － －

⑦三月以上延滞等 － － － － － －

(注) １. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
２. 当組合は､ 適格金融資産担保について簡便手法を用いています｡

銀行勘定における出資等のエクスポージャーの額 (単位：千円)

区 分 リスクウエイト
エクスポージャーの額

平成25年度 平成26年度

出 資 金 100％ 22,400 22,400

有 価 証 券 100％ 900 900

合 計 23,300 23,300

(注) １. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
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銀行勘定における金利リスクに関して当組合が内部管理上使用した金利ショックに対する経済価値の増減額 (単位：千円)

当組合は､ SMBC日興証券㈱殿から提供を受けたNBAシス

テムを使用して平成27年３月31日現在の金利リスク量を測定し

ております｡

具体的には､ 資産・負債の保有期間ごとに､ それぞれの保有

期間１年・最低1,200日の観測期間で測定される金利変動の99

％タイル値 (金利上昇時のショック値) と１％タイル値 (金利

下降時のショック値) を求めております｡

標準的金利ショック
経済価値の増減

(単位：百万円)

99％タイル値

(金利上昇時の金利リスク量)

平成25年度 △ 93

平成26年度 △ 60

１％タイル値

(金利下降時の金利リスク量)

平成25年度 174

平成26年度 115

最低所要自己資本額および配賦可能自己資本額

１. 自己資本額 (当期末現在) (単位：千円)

自己資本額
Tier1 Tier2

平成25年度 1,094,080 1,089,032 5,048

平成26年度 1,109,216 1,103,594 5,622

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示してお
ります｡

２. 配賦可能自己資本額 (当期末現在) (単位：千円)

リスク・アセット計

(Ａ)
自己資本額
(Ｂ)

最低所要自己資本比率
(Ｃ)

最低所要自己資本額
(Ｄ)

配賦可能自己資本額
(Ｂ－Ｄ)

平成25年度 4,678,137 1,094,080
４％確保の場合 187,125 906,955

８％確保の場合 374,250 719,830

平成26年度 4,352,676 1,109,100
４％確保の場合 174,107 934,993

８％確保の場合 348,214 760,886

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
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預金種目別平均残高 (単位：千円：％) 預金者別預金残高 (単位：千円：％)

種 目
平成25年度 平成26年度

区 分
平成25年度末 平成26年度末

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

流動性預金 8,317,995 48.62 8,338,667 50.74 個 人 6,678,870 39.88 6,289,492 38.87

定期性預金 8,788,693 51.38 8,096,432 49.26 法 人 10,069,330 60.12 9,889,539 61.13

合 計 17,106,688 100.0 16,435,100 100.0 一般法人 10,001,703 59.72 9,813,636 60.65

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡ 公 金 67,627 0.40 75,903 0.48

合 計 16,748,200 100.0 16,179,032 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

定期預金種類別残高 (単位：千円)

区 分 平成25年度末 平成26年度末

固定金利定期預金 7,970,741 7,276,866

変 動 金利定期預金 － －

その他の定期預金 － －

合 計 7,970,741 7,276,866

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

有価証券種類別平均残高 (単位：千円：％) 有価証券種類別残存期間別残高 (単位：千円)

区 分
平成25年度 平成26年度

区 分 １年以内
１ 年 超

５年以内

５ 年 超

10年以内
10年超

期間の定め

のないもの金 額 構成比 金 額 構成比

国 債 1,388,243 22.52 1,620,360 26.82
国 債

平成25年度 304,119 106,891 946,415 105,170 －

地 方 債 2,140,611 34.73 2,242,412 37.12 平成26年度 － 211,338 1,053,299 214,070 －

社 債 2,364,083 38.36 1,935,650 32.04
地方債

平成25年度 202,060 926,743 213,505 856,486 －

株 式 900 0.01 900 0.01 平成26年度 708,700 417,721 106,020 1,086,184 －

その他の証券 269,693 4.38 241,938 4.01
短期社債

平成25年度 － － － － －

合 計 6,163,531 100.0 6,041,261 100.0 平成26年度 － － － － －

(注) １. 当組合は､ 商品有価証券を保有しておりません｡
２. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

社 債
平成25年度 301,440 401,580 944,705 411,895 －

平成26年度 300,989 208,277 939,966 628,845 －

株 式
平成25年度 － － － － 900

平成26年度 － － － － 900

外国証券
平成25年度 － 116,270 115,817 － －

平成26年度 － 113,441 123,804 － －

その他の

証 券

平成25年度 － － － － 55,680

平成26年度 － － － － 59,832

合 計
平成25年度 807,620 1,551,485 2,220,442 1,373,551 56,580

平成26年度 1,009,689 950,778 2,223,090 1,929,099 60,732

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

資 金 運 用
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貸出金種類別平均残高 (単位：千円：％) 貸出金担保別残高 (単位：千円：％)

科 目
平成25年度 平成26年度

区 分
平成25年度 平成26年度

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

割 引 手 形 － － － － 当組合預金積金 38,468 2.48 26,240 1.53
有 価 証 券 － － － －手 形 貸 付 85,229 5.35 82,834 4.85
動 産 － － － －

証 書 貸 付 1,507,876 94.65 1,625,903 95.15 不 動 産 72,926 4.70 79,242 4.64
当 座 貸 越 － － － － そ の 他 － － － －
合 計 1,593,105 100.0 1,708,737 100.0 小 計 111,394 7.18 105,482 6.17

信用保証協会・信用保険 13,685 0.88 9,897 0.58
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡ 保 証 1,425,964 91.94 1,417,705 82.97

信 用 － － 175,652 10.28
合 計 1,551,044 100.0 1,708,737 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

貸倒引当金の内訳 (単位：千円) 貸出金使途別内訳 (単位：千円：％)

項 目
平成25年度 平成26年度

区 分
平成25年度 平成26年度

期末残高 増減額 期末残高 増減額 金 額 構成比 金 額 構成比
一般貸倒引当金 5,048 △ 597 5,622 574 運 転 資 金 681,351 43.93 784,375 45.90
個別貸倒引当金 71,232 △ 580 70,512 △720 設 備 資 金 869,693 56.07 924,361 54.10
貸倒引当金合計 76,280 △1,177 76,134 △146 合 計 1,551,044 100.0 1,708,737 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡ (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

貸出金業種別残高・構成比 (単位：千円：％) 貸出金償却額 (単位：千円)

業 種 別
平成25年度 平成26年度 項 目 平成25年度 平成26年度

金 額 構成比 金 額 構成比 貸 出 金 償 却 額 － －

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡医療・福祉 1,186,089 76.47 1,180,217 69.07
個 人 364,955 23.53 528,519 30.93
合 計 1,551,044 100.0 1,708,737 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

貸出金金利区分別残高 (単位：千円)

区 分 平成25年度 平成26年度
固 定 金 利 貸 出 － －
変 動 金 利 貸 出 1,551,044 1,708,737
合 計 1,551,044 1,708,737

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

資 金 運 用
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金融再生法開示債権および同債権に対する保全額 (単位：千円：％)

区 分
債 権 額

(Ａ)

担保・保証等

(Ｂ)

貸倒引当金

(Ｃ)

保 全 額

(Ｄ)＝(Ｂ)＋(Ｃ)

保 全 率

(Ｄ)／(Ａ)

貸倒引当金引当率

(Ｃ)／(Ａ－Ｂ)

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成25年度 7,418 － 7,418 7,418 100.0 100.0

平成26年度 7,418 － 7,418 7,418 100.0 100.0

危 険 債 権
平成25年度 2.588 － 2,588 2,588 100.0 100.0

平成26年度 1,868 － 1,868 1,868 100.0 100.0

要 管 理 債 権
平成25年度 7,339 － 24 24 0.33 0.33

平成26年度 12,347 － 40 40 0.33 0.33

不 良 債 権 計
平成25年度 17,345 － 10,030 10,030 57.82 57.82

平成26年度 21,633 － 9,326 9,326 43.11 43.11

正 常 債 権
平成25年度 1,533,809

平成26年度 1,687,269

合 計
平成25年度 1,551,154

平成26年度 1,708,737

(注)１. ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣ とは､ 破産､ 会社更生､ 再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権
及びこれらに準ずる債権です｡

２. ｢危険債権｣ とは､ 債務者が経営破綻の状態には至っていないが､ 財政状態及び経営成績が悪化し､ 契約に従った債権の元本の回収及
び利息の受取りができない可能性の高い債権です｡

３. ｢要管理債権｣ とは､ ｢３か月以上延滞債権｣ 及び ｢貸出条件緩和債権｣ に該当する貸出債権です｡
４. ｢正常債権｣ とは､ 債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で､ ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣､ ｢危険債権｣､ ｢要管
理債権｣ 以外の債権です｡

５. ｢担保・保証等 (Ｂ)｣ は､ 自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です｡
６. ｢貸倒引当金 (Ｃ)｣ は､ ｢正常債権｣ に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です｡
７. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

リスク管理債権および同債権に対する保全額 (単位：千円：％)

区 分
残 高

(Ａ)

担保・保証

(Ｂ)

貸倒引当金

(Ｃ)

保全率(％)

(Ｂ＋Ｃ)／Ａ

破 綻 先

債 権

平成25年度 7,418 － 7,418 100.0

平成26年度 7,418 － 7,418 100.0

延 滞

債 権

平成25年度 － － － －

平成26年度 － － － －

３ か 月 以 上

延 滞 債 権

平成25年度 － － － －

平成26年度 － － － －

貸出条件緩和債権
平成25年度 9,927 － 2,613 0.33

平成26年度 14,215 － 1,908 0.33

合 計
平成25年度 17,345 － 10,031 57.82

平成26年度 21,633 － 9,326 43.11

(注)１. ｢破綻先債権｣ とは､ 元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の
見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金 (貸出償却を行った部分を除く｡ 以下 ｢未収利息不計上貸出金｣ という｡)
のうち､ 法人税法施行令第96条第１項第３号のイ. 会社更生法等の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者､ ロ. 民事再生法
の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者､ ハ. 破産法の規定による破産の申立てがあった債務者､ ニ. 商法の規定による整
理開始又は特別清算開始の申立てがあった債務者､ ホ. 手形交換所の取引停止処分を受けた債務者､ 等に対する貸出金です｡

２. ｢延滞債権｣ とは､ 上記１. および債務者の経営再建又は支援 (以下 ｢経営再建等｣ という｡) を図ることを目的として利息の支払いを
猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です｡

３. ｢３か月以上延滞債権｣ とは､ 元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３か月以上延滞している貸出金 (上記１. および２. を
除く) です｡

４. ｢貸出条件緩和債権｣ とは､ 債務者の経営再建等を図ることを目的として､ 金利の減免､ 利息の支払猶予､ 元本の返済猶予､ 債権放棄
その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金 (上記１. ～３. を除く) です｡

５. ｢担保・保証等 (Ｂ)｣ は､ 自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です｡
６. ｢貸倒引当金 (Ｃ)｣ は､ リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引き当てた金額を記載しており､ リスク管理債権以外の貸出金
等に対する貸倒引当金は含まれておりません｡

７. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

資 金 運 用
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法令等遵守体制

当組合は､ 地域の医業界に対する金融取引を担うという公共性の高い業務を行っております｡ このため､ 法令等遵守体制の構築は､
経営の最重要課題の一つとして位置付けております｡
コンプライアンス担当理事および同責任者を任命し､ コンプライアンスの実践状況を常務理事会および理事会が検証する体制を構

築しております｡ また､ ｢コンプライアンスマニュアル｣ や ｢法令遵守ハンドブック｣ などを作成・活用し､ 法令等遵守意識の醸成
に努めております｡

リスク管理体制

当組合は､ 経営計画等を踏まえ､ 経営体力､ 自己資本の水準等から許容できるリスク量の適切なコントロールを実施しますととも
に､ 収益力の強化を図り ｢健全性の維持｣ と ｢収益力の強化｣ の双方にバランスのとれた経営を目指しております｡
また､ 総合的なリスク管理は､ 理事本店長が統括し､ 常務理事会および理事会が検証する内部統制体制を構築しております｡

代理貸付残高の内訳 (単位：千円) 手数料一覧 (単位：円)

区 分 平成25年度末 平成26年度末 種 類 手数料
全国信用協同組合連合会 － －

振 込
電信扱

３万円未満 648
商 工 組 合 中 央 金 庫 － － ３万円以上 864
中 小 企 業 金 融 公 庫 － －

文書扱
３万円未満 648

株式会社日本政策金融公庫 － － ３万円以上 864
独立行政法人福祉医療機構 － －

証明書発行手数料
残高証明書 １通 324

そ の 他 － － 融資証明書 １通 324
合 計 － － その他証明書 １通 324

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡ 上記手数料でございますが､ 組合員の皆様のご本人名義宛の振込
や証明書発行等は､ 無料とさせていただいております｡

内国為替取扱実績 (単位：千円) 事務所の名称・所在地 (単位：千円：％)

区 分
平成25年度末 平成26年度末 熊本県熊本市中央区花畑町１番13号

熊本県医師信用組合 本店件 数 金 額 件 数 金 額

送金･振込
他の金融機関向け 53 327,222 41 205,826

営業地域 (単位：千円：％)
他の金融機関から 14,102 7,394,786 13,781 5,936,642

代金取立
他の金融機関向け － － － － 熊本県下一円
他の金融機関から － － － －

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

(1)報酬体系の概要 (単位：千円)

【基本報酬】
役員の報酬につきましては､ 理事・監事それぞれの支払限度額を総会において決定しております｡
そのうえで､ 各理事の基本報酬額につきましては､ 役位により決定しております｡
また､ 各監事の基本報酬額につきましては､ 監事の協議により決定しております｡

【退職慰労金】
退職慰労金につきましては､ 在任期間中に毎期引当金を計上し､ 退任時に総会で承認を得た後､ 支払っております｡ なお､ 当組合
では､ 全役員に適用される退職慰労金の支払いに関しては､ 主として次の事項を規定で定めております｡
ａ. 決定方法 ｂ. 支払手段 ｃ. 決定時期

(2)役員に対する報酬 (単位：千円)

区 分 当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額
理 事 8,400 9,000
監 事 1,440 1,500
合 計 9,840 10,500

(注) １. 使用人兼務理事の使用人分の給与は含んでおりません｡ 使用人兼務理事の使用人分の報酬 (賞与を含む) は､ 7,000千円であります｡
２. 支払人数は､ 理事９名､ 監事４名です｡ (退任役員を含む)

リスク管理体制および法令等遵守体制について

そ の 他 業 務

報酬体系について
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地域貢献に対する当組合の経営姿勢 (単位：千円：％)

医業界を対象とする業域信用組合である当組合は､ 組合員に対する適切な金融サービスを通じて､ 地域医療の発展に寄与し､ 地域

の皆さまが健康で安心して生活できる環境づくりに貢献してまいります｡

融資を通じた地域貢献 (単位：千円：％)

当組合は､ 医療施設や医療設備の整備・充実や運転資金など､ 金融の円滑化に向けた融資の推進に積極的に取り組みます｡

当組合においては､ 地域とは組合員の皆さまのことであり､ 地域密着型金融の推進は当組合の使命と考えております｡

平成26年度実施した施策を含め､ 次の取組みを強化します｡

１. ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

事業継承ローン ｢ゆずり葉｣ の拡販

２. 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

第三者の連帯保証を不要とする熊本県信用保証協会や全国しんくみ保証の活用

３. 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

各郡市医師会との連携を強化し､ 各地域の情報や組合員の皆さまのニーズ等の収集に努め､ 適切な金融サービスを提供

Ａ. 預金業務
��預 金
普通預金､ 貯蓄預金､ 通知預金､ 納税準備預金､ 別段預金､
定期預金､ 定期積金等を取扱っております｡

��譲渡性預金
取扱っておりません｡

Ｂ. 貸出業務
��貸 付
手形貸付､ 証書貸付を取扱っております｡

��手形の割引

Ｃ. 商品有価証券売買業務
取扱っておりません｡

Ｄ. 有価証券投資業務
預金の支払い準備及び資金運用のため､ 国債､ 地方債､ 社債
その他の証券に投資しております｡

Ｅ. 内国為替業務
テレ為替による送金・振込を取扱っております｡

Ｆ. 外国為替業務
取扱っておりません｡

Ｇ. 社債受託及び登録業務
取扱っておりません｡

Ｈ. 金融先物取引等の受託等業務
取扱っておりません｡

Ⅰ. 附帯業務
�国､ 地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金の
受入れ

�組合員と生計を一にする配偶者その他の親族の預金又は定
期積金の受入れ

�組合員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
�組合員以外の者に対する法令の定めるところによる資金の
貸付及び手形の割引

�債務の保証又は手形の引受
	有価証券の貸付

国債証券､ 地方債証券若くは政府保証債の引受
�金銭債権の取得又は譲渡
�信用協同組合､ 信用協同組合連合会､ 日本政策金融公庫そ
の他内閣総理大臣の定める者の業務の代理又は媒介

国､ 地方公共団体､ 会社等の金銭の収納その他金銭に係る
事務の取扱

�有価証券､ 貴金属その他の物品の保護預り

地 域 貢 献

地域密着型金融について

主な事業の内容
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金融ADR制度への対応について

当組合では､ お客様により一層のご満足をいただけるよう､ お取引
に係る苦情等を受付けておりますので､ お気軽にお申し出ください｡

当組合は､ お客様からのお申出について､ 以下のとおり金融

ADR制度も踏まえ､ 内部管理態勢等を整備して迅速・公平・

適切な対応を図り､ もって当組合に対するお客様の信頼の向上

に努めます｡

＊苦情等とは､ 当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれ
かに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます｡

お 申 出 先

当組合にお願いいたします｡

熊本県医師信用組合

郵便番号：860�0806
住 所：熊本市中央区花畑町１番13号
電話番号：096－354－3000
受付時間：９：00～17：00 (土日・祝日および金融機関の休日を除く)

ＡＤＲ (裁判外紛争解決制度) とは､ 訴訟に代わる､ あっせん・
調停・仲裁等の合意に基づく紛争の解決方法であり､ 事案の性質
や当事者の事情等に応じた迅速・簡便・柔軟な紛争解決が期待さ
れる制度です｡

１. お客様からの苦情等については､ 当組合で受付け､ 対応に当たっ
ては､ 個人情報保護に関する法律やガイドライン等に沿い､ 適切
に取扱いいたします｡
２. お申し出いただいた苦情等は､ 事情・事実関係を調査するとと
もに､ 公正・迅速・誠実に対応し､ 解決に努めます｡
３. お客様からの苦情等のお申し出は､ しんくみ相談所をはじめと
する他の機関でも受付けています｡
４. 紛争解決を図るため､ 弁護士会が設置運営する仲裁センター等
を利用することが出来ます｡ その際は､ しんくみ相談所の規則等
を遵守し解決に取組みます｡
５. 顧客サポート等に係る情報の集約､ 苦情等に対する対応の進捗
状況および処理指示については､ 当組合が一元的に管理します｡
６. 反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては､ 規定等に
基づき､ 必要に応じ警察等関係機関との連携をとった上､ 断固た
る対応をとります｡
７. 苦情等に対応するため､ 研修等により関連規定等に基づき業務
が運営されるよう､ 組合内に周知・徹底を図ります｡
８. 苦情等の内容について分析し､ 調査を行った苦情等の発生原因
を把握した上､ 苦情等の再発防止､ 未然防止に向けた取組みを不
断に行います｡

▼
苦情等のお申し出は当組合のほか､ しんくみ相談所をはじめとする

他の機関でも受け付けています｡ (詳しくは､ 当組合へご相談ください)｡
名 称 しんくみ相談所 (一般社団法人 全国信用組合中央協会)
住 所 〒104�0031 東京都中央区京橋１－９－１
電話番号 03－3567－2456
受付日時間 月～金(祝日及び金融機関休業日を除く) ９：00～17：00

相談所は､ 公平・中立な立場でお申し出を伺い､ お申し出のお客
様の了解を得たうえ､ 当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します｡

東京弁護士会､ 第一東京弁護士会､ 第二東京弁護士会 (以下､
｢東京弁護士会等｣ という｡) のほか､ 福岡県弁護士会が設置運営す
る紛争解決センター (以下､ ｢福岡県弁護士会紛争解決センター｣
という｡) で紛争の解決を図ることも可能ですので､ 当組合または
しんくみ相談所へお申し出ください｡
また､ お客様が直接､ 東京弁護士会等や福岡県弁護士会紛争解決
センターへ申し出ることも可能です｡
なお東京弁護士会等では､ 東京以外の地域の方々からの申立につ
いて､ 当事者の希望を聞いたうえで､ アクセスに便利な地域での手
続を進める方法があります｡
①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管し

ます｡
例えば､ 福岡県弁護士会 (や鹿児島県弁護士会) の仲裁センター
に事件を移管し､ 以後､ 当該弁護士会の仲裁センターで手続を進
めることができます｡
②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋

人が､ 弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システ
ム等により､ 共同して解決に当たります｡

例えば､ お客様は､ 福岡県弁護士会 (や大分県弁護士会) の仲
裁センターにお越しいただき､ 当該弁護士会の斡旋人とは面談で､
東京の弁護士会の斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話
しいただくことにより､ 手続を進めることができます｡
(注) 移管調停､ 現地調停は全国の弁護士会で実施している訳で
ありませんのでご注意ください｡ 具体的内容は東京弁護士会等の
いずれかにご照会ください｡

当組合の苦情受付・対応態勢
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熊本県医師信用組合

(東京弁護士会等)

名 称 東京弁護士会紛争解決センター 第一東京弁護士会仲裁センター 第二東京弁護士会仲裁センター
常務理事会

しんくみ相談所住 所 〒100�0013
東京都千代田区霞ヶ関１�１�３

〒100�0013
東京都千代田区霞ヶ関１�１�３

〒100�0013
東京都千代田区霞ヶ関１�１�３

電 話 03－3581－0031 03－3595－8588 03－3581－2249
理 事 会 しんくみ相談所経由

で取次ぎ
受付日
時 間

月～金 (除 祝日､ 年末年始)
９：30～12：00 13：00～15：00

月～金 (除 祝日､ 年末年始)
10：00～12：00 13：00～16：00

月～金 (除 祝日､ 年末年始)
９：30～12：00 13：00～17：00

(福岡県弁護士紛争解決センター) (凡例)

報告・連絡

相談・協議

指示・調査

弁護士会仲裁センター等 (注)
名 称 天神弁護士センター 北九州市法律相談センター 久留米センター

住 所
〒810�0004
福岡市中央区渡辺通５�14�21

(南天神ビル内)

〒803�0816
北九州市小倉北区金田１�４�２

(北九州市弁護士会館内)

〒830�0021
久留米市篠山町11�５

(筑後弁護士会館内)
電 話 092－741－3208 093－561－0360 0942－30－0144 (注) 弁護士会仲裁センターとは､ 東京弁護士会紛争解決センター､

第一東京弁護士会仲裁センター､ 第二東京弁護士会仲裁セン
ター､ 福岡県弁護士会紛争解決センターをいいます｡

受付日
時 間

月～金 10：00～19：00
土日祝日 10：00～13：00

月～金 (除 祝日､ 年末年始)
９：30～12：30 13：30～15：30

月～金 (除 祝日､ 年末年始)
９：30～12：30 13：30～15：30

苦情処理措置及び紛争解決権措置の内容
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組合員の経営支援に関する取組み状況

１. 基本方針

熊本県医師信用組合は､ 組合員に対する金融の円滑化は､ 組合員の相互扶助を基本理念とする当組合の使命であることから､ 以

下のとおり経営支援に向けた具体的な取組方針を定め､ これを遵守し､ 役職員が一体となって取組んでまいります｡

２. 経営支援に向けた具体的な方針

�組合員に対する信用供与にあたっては､ 新規・既存のお取引先にかかわらず､ 組合員の特性およびその事業の状況等の把握を行

い､ 当組合の業務の健全性および適切性を確保しつつ､ できる限り柔軟な対応に努めます｡

�組合員からの事業資金に関する貸付けの条件の変更等の申出があった場合は､ 当該組合員の事業についての改善または再生の可

能性を調査・分析し､ できる限り債務の弁済負担を軽減するために必要な措置を実施するように努めます｡

また､ 同じく個人消費資金等の貸付けの条件の変更等の申出があった場合は､ 当該組合員の財産や収入の状況を勘案し､ できる

限り債務の弁済負担を軽減するために必要な措置を実施するように努めます｡

�当組合と並行して他の金融機関から借入を行っている組合員から貸付けの条件の変更等の申出があった場合､ 当該組合員の同意

を前提に､ 守秘義務に留意しつつ､ 該当する他の金融機関､ 政府系金融機関､ 信用保証協会､ 住宅支援機構､ 企業再生支援機構､

事業再生ADR､ 中小企業再生支援協議会等と相互に貸付けの条件の変更等に係る情報の確認を行うなど､ 緊密な連携を行いま

す｡

�組合員に対する経営相談､ 経営指導および経営改善等の支援は当該組合員の経営改善等を通じ､ 当組合の信用リスク削減に資す

るため､ 当組合のコンサルティング機能の強化に努めます｡

�組合員から貸付けの条件の変更等の申出があった場合は､ 当組合の対応の進捗管理を適切に行います｡

また､ 貸付けの条件の変更等を実施した場合は､ 当該組合員の経営や収入の状況等について事後管理に努めます｡

�組合員から貸付けの条件の変更等の申出や相談に対し､ 顧客保護等管理方針に則り､ 誠実な対応に努めるとともに､ 当該組合員

の理解度や経験等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めます｡

以 上

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況
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索 引 各開示項目は､ 下記ページに記載しております｡ なお､ ＊印は､ ｢協同組合による

金融事業に関する法律施行規則｣ で規定されております法定開示項目です｡

項 目 掲載ページ 項 目 掲載ページ

ごあいさつ １ 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー ＊ 15

当組合のあゆみ (沿革) １ 銀行勘定における出資等のエクスポージャーの額 ＊ 15

事業の組織 ＊ １ 銀行勘定における金利リスクに関して当組合が内部管
理上使用した金利ショックに対する経済価値の増減額

16
役員一覧 (理事および監事の氏名・役職名) ＊ １

事業方針 ２ 最低所要自己資本額および配賦可能自己資本額 ＊ 16

平成26年度の経営環境・事業概要 ＊ ２ ■資金調達

トピックス ２ 預金種目別平均残高 ＊ 17

組合員の推移 ２ 預金者別預金残高 17

■経理・経営内容 定期預金種類別残高 17

貸借対照表 ＊ ３ ■資金運用

損益計算書 ＊ ５ 有価証券種類別平均残高 ＊ 17

剰余金処分計算書 ＊ ５ 有価証券種類別残存期間別残高 ＊ 17

財務諸表の適正性・内部監査の有効性についての確認書 ５ 貸出金種類別平均残高 ＊ 18

会計監査人による監査 ＊ ５ 貸出金担保別残高 ＊ 18

業務粗利益 ＊ ６ 貸倒引当金の内訳 ＊ 18

経費の内訳 ６ 貸出金使途別内訳 ＊ 18

役務取引の状況 ６ 貸出金業種別残高・構成比 ＊ 18

受取利息および支払利息の増減 ＊ ６ 貸出金償却額 ＊ 18

業務純益 ６ 貸出金金利区分別残高 ＊ 18

主要な経営指標の推移 ＊ ７ 金融再生法の規定による開示債権および同債権に対する保全額 ＊ 19

資金運用勘定､ 資金調達勘定の平均残高等 ＊ ７ リスク管理債権および同債権に対する保全額 ＊ 19

有価証券､ 金銭の信託等の取得価格または契約価格､ 時価および評価損益 ＊ ７ ■リスク管理体制および法令等遵守体制について

満期保有目的の債券､ その他有価証券 ８ 法令等遵守体制 ＊ 20

その他業務収益の内訳 ９ リスク管理体制 ＊ 20

総資産利益率 ＊ ９ ■その他業務

総資金利鞘等 ＊ ９ 代理貸付残高の内訳 20

預貸率および預証率 ＊ ９ 手数料一覧 20

１店舗当りの預金および貸出金残高 ９ 内国為替取扱実績 20

職員１人当りの預金および貸出金残高 ９ 事務所の名称・所在地 ＊ 20

■自己資本比率規制第３の柱に係る開示事項 営業地域 20

単体における事業年度の開示事項 ＊ 10 ■報酬体系について 20

自己資本の構成に関する事項 ＊ 10 ■地域貢献

信用リスクについて ＊ 11 地域貢献に対する当組合の経営姿勢 21

信用リスク削減手法等について ＊ 11 融資を通じた地域貢献 21

オペレーショナル・リスクについて ＊ 11 ■地域密着型金融について

銀行勘定における出資等のエクスポージャーについて ＊ 11 地域密着型金融について 21

銀行勘定における金利リスクについて ＊ 12 ■主な事業の内容 ＊ 21

◇定量的開示項目 ＊ ■苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
22

自己資本の充実の状況 (リスク・アセット､ 所要自己資本) ＊ 12 金融ADR制度への対応について ＊

信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高 ＊ 13 ■中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況
23

一般貸倒引当金､ 個別貸倒引当金の期末残高および増減額 ＊ 14 組合員の経営支援に関する取組み状況 ＊

業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の額等 ＊ 14 目次 24

リスク・ウエイトの区分とエクスポージャーの額等 ＊ 15
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